
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□４つのテスト：宇都宮勝博会員

□食 事：100万ドルの食事

□会員数：１２名

□出席者： ７名 □欠席者：３名

□メイク： ２名 □出席率：７５％

ロータリー財団委員長

板場 英行

本日は100万ドルの食事です。

1961年ロータリアンが50万

人の時に１人が2＄節約すれ

ば100万ドルになるというこ

とで始まりました。日本では

1961年に神戸RCが始めたそうです。100万ドル

を浄財に社会奉仕に役立てようということです。

本日は1回目、来年5月に２回目を予定しています。

国際奉仕へ貢献するという意味で味わってお召し

上がりください。

□会員誕生日 久藤 孝仁

堀越 賢二

板場 英行

□結婚記念日 今 裕之

□事業所創立 宇都宮勝博

【幹事 宇都宮勝博】

・2024年シンガポール国

際大会について

・ダイナースクラブカード加

入および利用促進への協力

のお願い

・2023-24年度地区大会

参加のお礼

・竹原ライオンズクラブ65周年御礼状

・竹原商工会議所新年互礼会ご案内

日時 令和６年１月５日（金）18時～

場所 グリーンスカイホテル竹原 飲食なし

・竹原青年会議所2024年新春互礼会ご案内

日時 令和６年１月１３日（土）19時～

場所 ホテル大広苑

・秋田県豪雨災害に対する支援金について

・ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）

日時 令和６年３月１５日（金）～１７日（日）

場所 国立江田島青少年交流の家

【会長 宮本 和彦】

皆様こんにちは。

11月11日(土）12日(日）地

区大会がありまして、精鋭5

名で参加しました。12日の

本会議は国連機関職員の三

上知佐さんの記念講演と、

青少年についての講演がありました。懇親会は短

本日のプログラム １２月７日 次週のプログラム １２月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話
忘 年 例 会
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四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

発行日 ２０２３年１２月７日 NO.１３

2023-24年度ＲＩテーマ

Create Hope in the World

世界に希望を生み出そう

ＲＩ会長
ゴードンR.マッキナリー

会 長 宮本 和彦
会長エレクト 宇都宮勝博
幹 事 宇都宮勝博
副 幹 事 福本 博之

会 計 土伏 英晴
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子
副ＳＡＡ 木村 安伸
直前会長 板場 英行

管理運営 吉本きよ子
会員組織 堀越 賢二
奉 仕 久藤 孝仁

事務局／〒725-0021竹原市竹原町3591
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30
例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970



時間で終わってエコな感じでよかったと思います。

11月23日には竹原ライオンズクラブ65周年記念

式典へ出席して参りました。改めて、数は力だな

と感じました。40数名の会員と家族会員、近隣

のライオンズクラブ会員が出席されて100名ほど

の出席者でした。規模が違うと奉仕活動も活発で

良いなと思いました。

今日はインボイス制度（適格請求書）についてお

話したいと思います。今年の10月1日から消費税

のインボイス制度が始まりました。実際のところ

多くの一般の人はインボイス制度が何なのか良く

解りません。

実は消費税には「免税事業者」という制度があり

ます。売上が一千万円以下の事業者は消費税を納

付しなくてもよいという制度です。消費税は客か

ら預かった消費税を事業者が納付する仕組みになっ

ていますが、売上が一千万円以下の事業者はこれ

まで消費税を納付する義務を免除されていたので

す。この一千万円以下の事業者の免税制度を事実

上骨抜きにしてしまうのがインボイス制度なので

す。

消費税の仕組みでは、事業者は「売上時に客から

預かった消費税」から「経費などの支払い時に既

に支払った消費税」を差し引いた残額を税務署に

納付することになっています。しかし、インボイ

ス制度では、この「経費の支払い時に支払った消

費税」を差し引く条件として、支払先から「適格

請求書」を受け取らなければならないということ

になったのです。経費を支払っても支払先が「適

格請求書」を発行してくれない場合はその分の消

費税は差し引くことが出来なくなったのです。そ

してここが一番重要なのですが、この「適格請求

書」を発行するためには「課税事業者」とならな

くてはならないのです。売上が一千万円以下で、

消費税の納付を免除されてきた免税事業者は「課

税事業者」ではありません。だから彼らは「適格

請求書」を発行できません。しかし取引先は適格

請求書を求めます。となると、本来は消費税が免

除される年間売上が一千万円以下の事業者であっ

ても、あえて「課税事業者」とならなくてはなり

ません。つまり、本来は納税が免除されている零

細事業者が消費税を納付しなければならなくなる

のです。
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